
中国残留邦人に対する新たな支援の推進

【新たな支援策関係予算案（厚生労働省分）】 ９９億円
【施策の方向性】

中国残留邦人に対して、従来の施策に加え、その置かれた特別な事情に配慮した
新たな支援策を講ずるため、第１６８回国会(臨時会)において成立した「中国残留
邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正
する法律」（平成１９年法律第１２７号）を踏まえ、老後の生活の安定、地域での
生き生きとした暮らしを実現する。

１．中国残留邦人に対する支援給付の実施 ９１億円
○ 老齢基礎年金を補完する生活支援給付の実施 等

２．地域社会における生活支援の実施 ５．６億円
○ 地域における中国残留邦人支援ネットワーク事業の実施 等

３．啓発・広報の実施 ５３百万円
○ 中国残留邦人への理解を深めるシンポジウムの実施 等

※ 19年度補正予算による対応 ２５４億円

・老齢基礎年金の満額支給のために必要な保険料の追納（２５２億円）

・広報事業の実施（２億円）

１．従事者の確保の推進 ２．７億円
○ 資格保有者に対する現況調査の実施や福祉人材確保重点月間の創設 等

２．教育・実習体制の充実等 ６．１億円
○ 介護教員や養成実習施設実習指導者等への研修の実施 等

３．介護分野における雇用管理改善の推進 ９０百万円
○ 雇用管理改善に関するモデル事業等の実施

【関係予算案（厚生労働省分）】 ９．６億円（19年度 ８．４億円）
【施策の方向性】
近年の福祉・介護ニーズの多様化・高度化に対応するため、「社会福祉士及び介

護福祉士法」の改正及び新たに策定された福祉人材確保指針を踏まえ、福祉人材の
確保・養成に向けた総合的な対策を実施する。

福 祉 人 材 確 保 対 策 の 推 進

16



持続可能で安心できる年金制度の構築

○ 年金給付費国庫負担金 ７兆４，２５８億円

基礎年金国庫負担割合については、現行の国庫負担割合（１／３＋３２／１０００）に
８／１０００（平成２０年度１，３５６億円）を加え、１／３＋４０／１０００とする。

基礎年金国庫負担割合の引上げ

年金記録の管理等に対する国民の不信感を払拭するため、「年金記録に対する

信頼の回復と新たな年金記録体制の確立について」（平成１９年７月５日政府・

与党合意）に沿って、すべての方への加入履歴のお知らせ、コンピュータの記録

と台帳等との計画的な突合せなどの対策を着実に進める。 ２９８億円

１．すべての方への加入履歴のお知らせ ２２０億円

○ すべての方（名寄せの結果記録が結び付く可能性のある方は、平成２０年３月

までに送付済）へ加入履歴をお知らせするとともに、「ねんきん特別便」の送
付に伴うお客様からのお問い合わせに対応するため、「ねんきん特別便専用ダ
イヤル」を整備

・すべての方への加入履歴のお知らせ（「ねんきん特別便」） １６２億円
・ねんきん特別便専用ダイヤル ５８億円

２．コンピュータの記録と台帳等との計画的な突合せ ７１億円

○ コンピュータの記録と台帳等との計画的な突合せを実施し、その進捗状況を

半年毎に公表

※ 19年度補正予算による対応

○ 平成19年度補正予算案において、基礎年金番号に未統合の5，000万件の記録

について名寄せを行い、その結果記録が結びつく可能性のある方々へ加入履
歴をお知らせするとともに、電話相談体制の整備等を実施（１２５億円）

（注）特別会計歳出規模は２０１億円であるが、平成18年度決算剰余金を充当し、
一般会計追加所要額は、１２５億円である。

・5000万件の名寄せ該当者への加入履歴のお知らせ
（「ねんきん特別便」） １５８億円

・ねんきん特別便専用ダイヤル １８億円
・旧台帳データの電子データ化 ２５億円

※ これらの経費については、既定経費の節約、施設売却や人員削減といった財政
に係る合理化努力を行った上で、国庫負担で対応

年金記録問題への対応
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Ⅱ 主要事項
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第１ 健康な生活と安心で質の高い医療の確保等の

ための施策の推進

「緊急医師確保対策について （平成１９年５月）に基づく医師確保対策をはじめ」

とした地域医療の確保など、安全・安心で質の高い医療提供体制の充実を図る。

また、子どもを守り育てる健康対策、女性を応援する健康プログラム、メタボリ

ックシンドローム対策などの健康施策を総合的に推進する。

がん対策については 「がん対策推進基本計画 （平成１９年６月）に基づき、放、 」

射線療法・化学療法の推進と専門医等の育成、治療の初期段階からの緩和ケアの実

施、がん登録の推進などを重点課題として、総合的かつ計画的に推進する。

革新的な医薬品・医療機器の創出については 「革新的医薬品・医療機器創出のた、

めの５か年戦略 （平成１９年４月）に基づく施策を推進する。」

さらに、新しい肝炎総合対策等の感染症・疾病対策を推進する。

医療保険制度については、安定的で持続可能な制度運営のため、被用者保険間の

助け合いの考え方に立って、政府管掌健康保険に対する支援措置等を講じつつ、各

医療保険制度に係る国庫負担に要する経費を確保する。

このほか、医療費適正化に関する施策を推進する。

１ 医師確保対策などの安全・安心で質の高い医療提供体制の充実

７０４億円（６５０億円）

注：括弧内は１９年度予算額（以下同じ）

（１）医師確保対策の推進 １６１億円

○ 医師派遣システムの構築 ２１億円

・ 医師派遣体制の構築・推進 ６．６億円

都道府県が医療対策協議会における検討に基づき実施する医師派遣に対して支

援を行う。

また、医師確保の必要性や緊急性が高く、かつ、都道府県において域内での医

師派遣について十分に検討するなどの努力を行ってもなお必要な医師が確保でき

ない地域に対し、安定的に医師が確保できるまでの間、国レベルで緊急臨時的な

医師派遣を行う体制をつくる。

・ 医師派遣に協力する病院の診療体制の強化（新規） １５億円

派遣元の病院において、派遣医師が従前行っていた業務をカバーする医師など

派遣医師以外の医師の負担を軽減するとともに、診療体制の強化を図るため、診

療体制の確保や医療機器等の整備に対する支援を併せて行う。
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○ 病院勤務医の過重労働解消のための勤務環境の整備等（新規）

１９億円

病院勤務医の過重労働を解消するため、交代勤務制、変則勤務制等を導入する病

院への支援措置を講ずるとともに、病院勤務医の事務を補助する医療補助者の配置

を推進する。

また、産科医療機関が減少している現状にかんがみ、産科医療機関への財政的支

援を実施するとともに、産科医の負担を軽減し、安全で安心なお産の場を確保する

ために必要な総合的な助産師確保策を推進する。

○ 女性医師等の働きやすい職場環境の整備 ２１億円

・ 女性医師の復職研修支援の推進（新規） ３．９億円

女性医師の復職に向けて病院等で行われる研修等への支援を行う。

・ 女性医師バンクの体制の充実、病院内保育所の拡充等 １７億円

女性医師バンクの体制の充実を図るとともに、病院内保育所の更なる拡充等に

より、女性医師、看護職員等の離職防止及び再就業の促進を図る。

○ 研修医の都市への集中の是正等 ４６億円

都市部の臨床研修病院の研修医が一定期間医師不足地域等で研修を行うことに対

する支援や、医師不足地域等の臨床研修病院が、研修医の確保を図るために、自ら

の研修プログラム等を研修医に対しＰＲすることを支援する事業を創設する。

また、医師不足地域等における指導医に係る経費について重点的な支援を行うこ

とにより、地域医療体制の確保を図る。

○ 医療リスクに対する支援体制の整備 ２億円

産科医療補償制度創設後における一定の支援を行うとともに、診療行為に関連し

た死亡に係る死因の調査や臨床評価・分析、再発防止等に取り組む新たな制度の構

築に向けて、モデル事業の拡充など円滑な導入に必要となる準備体制を確保する。

○ 医療機関までのアクセスの確保 ９０百万円

患者の医療機関までのアクセスを確保するため、患者の居住する地域と医療機関

との間で運行される車や患者宿泊施設の整備に対する支援を行う。

また、複数の離島が点在する地域等において、ヘリコプターを活用し、巡回診療

を実施するために引き続き必要な支援を行う。
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・ 患者宿泊施設の整備に対する支援

離島等アクセスが悪い地域の患者等が拠点病院を利用するための患者宿泊施設

の施設・設備整備に対する支援を行う。

（医療施設等施設・設備整備費補助金（合計１８億円）の内数）

○ 小児救急病院における診療体制の確保 ７６億円

小児科・産科医療体制の集約化・重点化を行うため、他科病床への医療機能の変

更等に係る整備に対する支援を行うとともに、へき地・離島の診療所における地域

保健・医療の研修、小児科・産科や医師不足地域の病院における宿日直研修に対す

る支援を行うなど、地域医療提供体制の確保を図る。

（２）安全・安心で質の高い医療の基盤整備 ６１２億円

○ 小児救急医療体制・ドクターヘリの整備をはじめとする救急医療体

制の確保 １００億円

高度の救命救急センターにおいて、脳卒中、心筋梗塞その他重症外傷等に対応す

る体制の推進を図るとともに、既存の救命救急センターまで相当の時間を要する地

域に対し 「地域救命救急センター （仮称）の設置を図るほか、小児救急医療体制、 」

の確保やドクターヘリ（医師が同乗する救急医療用ヘリコプター）事業等を推進する。

また、救急医療情報システムの充実・改善、緊急患者受入コーディネーターの配

置など救急患者の受入を確実に行うためのシステムづくりに向けた取組の一層の充

実を図る。

○ へき地などの保健医療対策の充実 ５９億円

無医地区への医師派遣の補助など、へき地診療所・巡回診療等のへき地医療対策

の推進を図る。

○ 看護職員の資質向上と就業継続支援 ９６億円

・ 新人看護師に対する医療安全推進モデル研修の実施（新規） １．６億円

医療安全の確保に向け、十分な教育体制と研修プログラムに基づき新人看護師

に対する研修を試行的に実施する。

・ 看護職員の就業継続支援 ８百万円

多様な勤務形態により看護職員を活用している医療機関の事例を普及すること

により看護職員の就業の促進を図る。
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（３）医療分野における情報化の推進 ２１億円

○ 個人が本人の健康情報を活用できる基盤づくりに向けた取組

（新規） １．２億円

電子化される健康情報の高度利活用を図るため、医療・健診等データの相互利用

をはじめとする情報共有のための方策、情報技術者のいない医療機関において医療

情報を長期にわたり安全に保管するための方策及び個人の健康情報を有効に医療へ

活用するための方策について検討するための試行的事業を実施する。

○ 医療情報システムのための医療知識基盤データベースの研究開発

１．７億円

医療分野の情報化に伴い蓄積される医療情報から、臨床研究や診療に有用な情報

を効率的に得られるよう、容易に検索や解析が可能なデータベースを研究開発する。

○ 医療情報システムの相互運用性確保に向けた取組 １．４億円

医療機関内の仕様の異なる各システムの相互接続性や互換性を確保するための取

組を進め、システムの標準化を図り、効率的な医療情報システムの普及を図る。

○ レセプトオンライン化の推進 １３億円

レセプトのオンライン化を進めるとともに、医療サービスの質の向上等を図るた

め、全国規模でのレセプトデータの収集・分析のための体制を構築する。

２ 総合的な健康づくり施策の推進

１，８５２億円（１，６９９億円）

（１）子どもを守り育てる健康対策 ９４億円

○ 産科・小児科医療の確保（一部再掲） ８４億円

産科医療機関が減少している現状にかんがみ、産科医療機関への財政的支援を行

うとともに、周産期医療体制（出産前後の母体・胎児や新生児に対する産科・小児

科双方からの一貫した医療体制）の整備を進める。

また、小児の二次救急医療を担う小児救急支援事業、小児救急拠点病院の休日夜

間における診療体制の確保や小児救急電話相談事業（♯８０００）など小児救急医

療体制を確保する。
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○ 発達障害児等を支援する体制の構築 ８．７億円

・ 発達障害者支援センター等における支援 ２．１億円

発達障害者支援センターにおいて、発達障害児等やその家族への支援を行うと

ともに、都道府県等の各圏域において、ライフステージに対応した一貫した支援

を行うためのネットワークを構築する。

・ 子どもの心の診療拠点病院の整備（新規）

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県域に

おける拠点病院を中核とし、各医療機関や保健福祉機関等と連携した支援体制の

構築を図るための事業を実施するとともに、中央拠点病院の整備を併せて行い、

人材育成や都道府県拠点病院に対する技術的支援等を行う。

（母子保健医療対策等総合支援事業（統合補助金 （４８億円）の内数））

・ 発達障害者への支援手法の開発や普及啓発の着実な実施 ６．３億円

先駆的な取組を通じて発達障害児等への有効な支援手法を開発・確立するとと

もに、発達障害児等支援に携わる職員等への研修や発達障害情報センターによる

全国の関係機関等への情報提供及び普及啓発を行う。

（２）女性を応援する健康プログラム ２５２億円

○ 女性の健康的な「自分」づくりの支援及び「女性のニーズに合った

医療」の推進 １３９億円

女性の健康づくりを支援するため、食事バランスガイドを活用した健全な食生活

の普及啓発、エクササイズガイドを活用した自分の健康状況やライフスタイルにあ

った運動習慣の普及啓発、若年女性の喫煙防止対策及び骨粗しょう症検診の受診勧

奨を推進するための普及啓発等を行う。

○ 「女性のがん」への挑戦（第１ー３で詳述） １８億円

全国的に整備されたマンモグラフィによる乳がん検診を推進するための診断支援

や精密検査に用いるマンモコイルのがん診療連携拠点病院への緊急整備を実施する

とともに、予防等に関する普及啓発を行う。

（３）メタボリックシンドローム対策の一層の推進 ９７億円

○ メタボリックシンドローム対策・糖尿病予防の重点的推進 ３９億円

・ 糖尿病等の生活習慣病対策推進費（新規） １．８億円

糖尿病等の生活習慣病を効果的かつ効率的に予防・治療するため、個人の特徴に

応じた予防・治療（テーラーメイド予防・治療）の方法の研究開発や普及等を行う。
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・ 「健やか生活習慣国民運動」の推進 ３９百万円

「健やか生活習慣国民運動全国協議会 （仮称）を設置して、普及啓発キャン」

ペーンの展開（中央行事の開催 、全国の先進的事例の収集・情報提供等を行い、）

運動習慣の定着、食生活の改善及び禁煙を柱とした「健やか生活習慣国民運動」

を推進する。

○ 効果的な健康診査・保健指導の実施体制の充実等 ５７億円

・ 健康診査・保健指導の実施体制の充実（新規） ８７百万円

平成２０年度から４０歳以上の被保険者・被扶養者を対象とする糖尿病等に着

目した健康診査及び保健指導（特定健康診査・特定保健指導）の実施を医療保険

者に義務付けることに伴い、保健師や管理栄養士に対する地域の実情に応じた研

修プログラムの実施、関係機関との連携など保健指導を円滑に行うための拠点整

備、保健指導の効果についての検証及びその内容を反映した健康診査・保健指導

を担う人材の資質向上を推進し、特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施を図る。

・ 健康増進事業の円滑な実施（新規） ５７億円

平成２０年度から健康増進法に基づき市町村が実施することとなる健康増進事

業（健康教育、健康相談等）の円滑な実施を図る。

（４）こころの健康づくり ３９億円

○ 認知症対策の一層の推進 ２９億円

・ 認知症ケアの高度化（新規） ７７百万円

介護サービスを提供する現場における認知症の方々やその家族のニーズに適切

に対応するため、国内外の認知症ケア実践例に関する情報の集積、分析評価及び

発信を行い、認知症ケアの高度化を図る。

・ 認知症医療提供体制の整備等 １３億円

認知症の原因疾患の診断や認知症の周辺症状及び身体合併症に関する医療の連

携体制を整備するとともに、予防、早期診断、治療の向上に向けた調査研究を推

進する。

○ うつ対策の一層の推進 １０億円

うつ病の早期発見・治療の推進のため、うつ病等についての普及啓発活動を実施

するとともに、相談・治療体制の整備を推進するため、かかりつけ医や心理職等を

対象とした専門的な研修を実施する。

また、うつ病の病態解明や診断・治療法、うつ病患者の社会復帰のためのプログ

ラム等に関する研究開発を推進する。
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（５）介護予防対策の一層の推進 ８１６億円

市町村の介護予防事業が効果的に実施されるよう、骨折予防マニュアル、膝痛・腰

痛対策マニュアルを作成するとともに、都道府県が研修等の支援を行うことにより、

介護予防対策を一層推進する。

また、運動器疾患の予防、早期診断、治療の向上に向けた調査研究を推進する。

（６）各種の取組 １，００７億円

○ 歯の健康づくり ８．４億円

幼児期・学齢期のう蝕（むし歯）予防対策、主に成人期の歯周疾患対策及び高齢

期・寝たきり者等の口腔ケアに関する検討を進めるとともに、在宅歯科医療提供体

制等の充実を図ることにより８０２０運動をさらに推進する。

○ 食育の推進 ８．４億円

食生活改善推進員等の食育推進活動を支援するほか、食事バランスガイド等の普

及啓発による健全な食生活に関する情報提供の促進等により、栄養と運動の両面か

ら肥満予防対策に取り組む。

○ がん対策の一層の推進（第１－３で詳述） ２３６億円

○ 人間の活動領域の拡張、医療・福祉技術のイノベーション

４０３億円

・ 革新的医薬品・医療機器の開発（第１－４で詳述） ２７１億円

３ がん対策の総合的かつ計画的な推進 ２３６億円（２１２億円）

（１）放射線療法・化学療法の推進と専門医等の育成 ５４億円

２次医療圏に１か所程度整備しているがん診療連携拠点病院に先進的な放射線治療

機器を緊急整備するとともに、がん医療の専門的な知識及び技能を有する医師、看護

師、薬剤師、診療放射線技師等を育成するための研修を実施する。

（２）治療の初期段階からの緩和ケアの実施 ６．５億円

○ 専門的な緩和ケアの推進 ４．５億円

がん診療に携わる医師に対し緩和ケアやコミュニケーション技術等の研修を行う。

また、医療用麻薬の適正使用を推進するため、医療関係者向けの研修会を行うと

ともに、適正使用マニュアルを作成し、医療関係者等へ広く周知する。
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○ 在宅療養・緩和ケアの実施 ２億円

在宅における緩和ケアを希望する患者等に対し、在宅緩和ケア支援センターにお

いて総合的な相談・支援を行うとともに、医療従事者への研修や在宅ホスピスケア

推進のためのアドバイザー派遣、普及啓発を実施する。

（３）がん登録の推進 ３２百万円

科学的知見に基づく適切ながん医療の提供に資するよう、がん患者の診断・治療内

容等の情報を把握・分析するため、国立がんセンターにおいて院内がん登録を進める

とともに、がん診療連携拠点病院等に対して精度の高い院内がん登録を実施するため

の支援を行う。

（４）がん予防・早期発見の推進とがん医療水準均てん化の促進 ８３億円

○ がん予防・早期発見の推進 ４４億円

・ 乳がん検査用マンモコイルの緊急整備（新規） ８．７億円

乳がん検診を更に推進するため、がん診療連携拠点病院に対して、精密検査に

用いるマンモコイルの緊急整備を実施する。

・ がん検診及び普及啓発の推進 ６．１億円

乳がん検診に用いるマンモグラフィに係る診断支援を可能とするためのモデル

事業を実施するとともに、がん検診の精度管理に資する検診従事者の育成を進める。

また、一般国民向けのがんの予防や治療に関するパンフレット並びにがん患者

及びその家族向けの小冊子等を作成するなど、普及啓発を図る。

○ がん医療水準均てん化の促進 ４０億円

がん対策情報センター（国立がんセンターに設置）において、がん診療連携拠点

病院と連携し、がん医療に関する最新情報の収集、蓄積、分析、発信を行う。

また、都道府県がん対策推進計画に基づく事業として、都道府県が新たに実施す

る地域特性を踏まえた事業や先駆的な事業等に対する支援を行うとともに、がん診

療連携拠点病院における遠隔病理診断を可能とする体制を整備する。

（５）がんに関する研究の推進 ９１億円

がんによる死亡者の減少、すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養

生活の質の維持・向上を図るため、がん対策に資する研究をより一層推進するととも

に、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上などの研究成果を普及、活用する。
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４ 革新的医薬品・医療機器創出の推進 ２７４億円（２４７億円）

（１）革新的医薬品・医療機器の研究開発の推進 ２４０億円

○ 医薬品・医療機器に関する研究費の重点化・拡充 ２３９億円

臨床研究・実用化研究、がん、精神神経疾患、難病等の重大疾病領域、希少疾病

領域、新たな技術（バイオマーカー（健康状態を把握するための指標 、テーラー）

メイド医療（個人の特徴に応じた医療 、再生医療、マイクロドーズ（新薬開発の）

ためにごく微量の物質を人体に投与する試験 ）などの領域を重視し、革新的医薬）

品・医療機器の研究開発を推進する。

○ ベンチャー企業の育成（新規） ３６百万円

大学発のベンチャー企業等を対象として、治験、承認申請等の薬事制度に係る相

談に応じる体制を整備する。

○ アジアとの連携（新規） ５２百万円

中国及び韓国と共同で行う臨床研究を支援する体制を整備するとともに、中国、

韓国などにおける医薬品治験データの活用に関する調査を実施する。

（２）臨床研究・治験環境の整備 ３１億円

○ 「医療クラスター」の整備（新規） １８億円

国立高度専門医療センターにおいて臨床研究推進病床、実験施設等を整備し、産

官学が密接に連携して基礎研究から臨床研究への実用化を進める「医療クラスタ

ー」の整備を行う。

○ 再生医療を推進するための拠点の整備（新規） ４．１億円

再生医療の技術者の養成及び先進技術の民間への技術移転を推進する実施拠点を

整備する。

○ 治験・臨床研究の充実のための拠点の整備 ７．６億円

治験拠点病院における治験コーディネーターの配置等、治験環境の充実を図ると

ともに、関連する医療機関への情報提供等の支援を行う。

○ 治験コーディネーター等の養成 ８９百万円

治験を円滑に進めるために、医師と患者とのパイプ役となる治験コーディネーター

や、質の高い治験を効率的に行うために必要な治験データの収集や整理を担当する

データマネジャーの養成研修を実施する。
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（３）審査の迅速化・質の向上 ８．２億円

○ 国際共同治験の充実強化（新規・一部再掲） ５５百万円

日米欧三極における医薬品の国際共同治験に関する相談体制の整備や日米両国に

おける医療機器の同時開発・審査・承認のための検討を行うとともに、中国、韓国

などにおける医薬品治験データの活用に関する調査等を実施する。

（４）後発医薬品の使用促進 ２．４億円

後発医薬品の使用促進を図るための関係者による協議会を設置するとともに、後発

医薬品の信頼性を確保するために、その品質の確認や先発医薬品との同等性などに関

する情報提供等を行う。

５ 感染症・疾病対策の推進 ２，０３７億円（１，９８４億円）

（１）新型インフルエンザ対策など感染症対策の充実 １５１億円

○ 新型インフルエンザ対策の更なる推進 ６３億円

新型インフルエンザに対する監視体制の強化と水際対策の推進を図るとともに、

新型インフルエンザの正しい情報の提供や医療従事者を対象とした研修を行う。

（参考）平成１９年度補正予算案において、タミフル耐性を念頭においた抗インフル

エンザウイルス薬リレンザの追加備蓄、ウイルスの変異に対応したプレパンデ

ミックワクチン原液の備蓄及び発熱外来を設置する医療機関の医療従事者のた

めの個人防護具の備蓄を実施する （６８億円）。

○ 新興・再興感染症対策に関する研究の推進 ２４億円

新型インフルエンザをはじめとする新興感染症や結核などの再興感染症、感染症

の原因となる病原体の管理方法など、感染症対策に関する研究を推進する。

（２）肝炎対策 ２０７億円

○ 肝炎患者に対するインターフェロン治療に関する医療費の助成

１２９億円

Ｂ型及びＣ型肝炎患者であって、インターフェロン治療を必要とするすべての肝

炎患者がその治療を受けられるよう、医療費の助成を行う。
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○ 肝炎ウイルス検査・相談・普及啓発の実施 ５５億円

市町村や医療保険者における肝炎ウイルス検査を引き続き実施するとともに、保

健所における検査に加え、医療機関委託など利便性に配慮した検査体制を整備する。

また、肝炎に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに、地域等における相談

機会の確保を図る。

○ 治療水準の向上等 ２１億円

都道府県の肝疾患診療連携拠点病院を整備するとともに、肝疾患情報の共有化、

医療従事者に対する研修等拠点病院に対する支援事業を実施する。

また、国においてもこれら拠点病院を支援する「肝炎中核医療機関 （仮称）を」

設置する。

（３）難病対策 １，１１９億円

、難治性疾患に関する調査・研究の推進により治療法等の確立と普及を図るとともに

難病相談・支援センター事業の充実等により、地域における難病患者の生活支援等の

推進を図る。

（４）エイズ対策 ８１億円

都道府県の中核拠点病院におけるカウンセリング体制を強化するとともに、県内の

拠点病院に対し情報提供等の支援を実施する。

また、集客数の多いイベント等と連動した臨時検査を実施するとともに、青少年や

同性愛者等に対する普及啓発を行い、エイズ予防を推進する。

（５）ハンセン病対策 ４３９億円

ハンセン病療養所入所者の療養を確保するとともに、退所者等の社会生活を支援する。

また、国立ハンセン病資料館の運営など、ハンセン病に関する正しい知識の普及啓

発の充実を図る。

（６）移植対策 ２７億円

骨髄バンク事業に係るあっせん業務を強化するとともに、さい帯血の安全管理体制

の充実を図るための研修事業を実施するほか、引き続き、臓器移植の推進を図る。

（７）リウマチ・アレルギー対策 １３億円

リウマチ、気管支喘 息、アトピー性皮膚炎、花粉症、食物アレルギーなど免疫
ぜんそく

アレルギー疾患の治療法等の研究を推進するとともに、引き続き、喘息死ゼロ作戦を

推進する。
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６ 安定的で持続可能な医療保険制度運営の確保

８兆５，４３６億円（８兆４，２０９億円）

○ 政府管掌健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度等に係る医

療費国庫負担 ８兆５，４３６億円

勤務医の負担軽減及び産科・小児科や救急医療の充実等を重点課題として、診

療報酬本体の改定を行う。また、薬価等については、市場実勢価格の変動等を踏

まえて適正な評価を行う。

※診療報酬改定 △０．８２％

診療報酬本体 ＋０．３８％

薬価等 △１．２％

安定的で持続可能な医療保険制度運営のため、被用者保険間の助け合いの考え

方に立って、政府管掌健康保険に対する支援措置等を講じつつ、各医療保険制度

に係る国庫負担に要する経費を確保する。

＜国庫負担の縮減効果を有する主な施策等＞

・被用者保険による政府管掌健康保険に対する支援措置及びこれを前提とした

政府管掌健康保険に対する国庫補助の見直し

・薬価等の改定（再掲）

・後発医薬品の使用促進

・国民健康保険組合に対する国庫補助の見直し

・保険加入資格の適正化

（参考）平成１９年度補正予算案において、高齢者医療負担増に関し、

・７０歳から７４歳の医療費自己負担増（１割→２割）を、平成２０年４月

から平成２１年３月までの１年間凍結すること

・７５歳以上の被用者保険の被扶養者の保険料負担について、平成２０年４

月から９月までの６ヶ月間これを凍結し、１０月から平成２１年３月まで

の６ヶ月間９割軽減すること

に必要な経費を計上する。
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